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   名 証 自 規 Ｇ 第 ４ 号 

平成２８年４月２０日 

情 報 取 扱 責 任 者 各 位 

株式会社名古屋証券取引所      

自主規制グループ長  中村 秀昭 

 

 

「平成 28 年（2016 年）熊本地震」を踏まえた 

決算発表等に関する取扱いについて 

 

 

「平成28年（2016年）熊本地震」により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

 

被災された地域に本社機能及び事業拠点を有する上場会社の皆様方におかれましては、人

命救助及び安全確保を最優先で進めていただくため、決算発表等について、下記のとおり平

時と異なる取扱いとさせていただきますので、お知らせいたします。 

 

ここに記載する他にも、本地震により実務上の支障が生じているなど、お困りのことがご

ざいましたら、ご遠慮なく当取引所の上場監理担当までご相談ください。 

 

記 

１．被災状況等に係る情報開示について 

  このたびの地震による上場会社の皆様の被災の状況及び事業活動に生ずる影響等は、投

資者の投資判断及び株式等の価格形成に重要な影響を及ぼすことが見込まれることから、

被災された上場会社の皆様におかれましては、人命救助・安全確保を最優先いただいたう

えで、ご対応が可能となった時点で、被災状況等について情報開示をお願いいたします。 

 

２．決算発表の時期について 

通期の決算発表及び四半期の決算発表につきまして、本地震により速やかに決算の内容

を開示することが困難な場合には、お願いしている「45日以内」などの時期にとらわれる

必要はありませんので、決算内容が確定できたところで開示をお願いいたします。 

また、通期の決算発表が期末後50日を超える場合には、その理由の開示をお願いしてお

りますが、本地震が理由である場合には開示の必要はございません。 

 

３．決算短信における業績予想について 

本地震により、決算短信及び四半期決算短信において、業績予想を開示することが困難

となった場合には、業績予想を開示する必要はありません。決算発表後、開示が可能とな

った時点で追加的に開示してください。 

 

４．上場廃止基準の適用について（意見不表明、事業活動の停止） 
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本地震により、上場会社の財務諸表又は四半期財務諸表等に添付される監査報告書又は

四半期レビュー報告書において意見不表明等が記載されることとなった場合でも、監理銘

柄指定及び上場廃止の対象とすることはございません。 

また、本地震により、事業が一時的に停止した場合であっても、監理銘柄指定及び上場

廃止の対象とすることはございません。 

 

５．その他 

これらのほか、当取引所では、上場規則の改正を要する制度上の対応についても、今後、

早急に検討を進め、実施してまいります。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】 

電話：０５２－２６２－３１７４ 

自主規制グループ 上場監理担当 

 


